
平成２８年度日本学生支援機構奨学金 

「特に優れた業績による返還免除」募集について 

【 対 象：大学院第一種奨学生 】 
 
 「特に優れた業績による返還免除」制度は日本学生支援機構法奨学規程に基づくもので、 

大学院第一種奨学金採用者に適用されます。 
 希望者は、学生生活課または八王子学生生活課まで申請書類を提出してください。 

１．申請資格 

返還免除を希望し以下の全てに該当する者 

（１） 本学において大学院第一種奨学生に採用され、令和元年度に貸与が終了（満期・ 

辞退・退学）する者。 

（２） 本学大学院在学中に「特に優れた業績」をあげた者。 

２．申請書類 

（１）業績優秀者返還免除申請書（様式１－１）・・・・・・・・・原本１部、写し２部 

（２）業績一覧表（様式１－２、両面印刷）・・・・・・・・・・・原本１部、写し２部 

（３）大学院第一種奨学金返還免除申込書 ・・・・・・・・・・・原本 1 部、写し２部 

（４）特に優れた業績を証明する資料（各資料に表紙をつける）・・原本 1 部、写し２部 

（５）成績証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 原本 1 部 

※ 各様式は電子データをダウンロ－ドして印刷・提出してください。 

※ （５）成績証明書は（２）業績一覧表の項目「６．授業科目の成績」を業績とする方のみ提出。 

３．申請書類の提出場所および期日 

提出場所：在籍するキャンパスの学生生活課 

※郵送する場合はレタ－パックにて以下宛てに送付してください 

 （文京） 〒112-8585 東京都文京区小日向３－４－１４ 拓殖大学学生生活課 

 （八王子国際） 〒193-0985 東京都八王子市館町８１５－１ 拓殖大学八王子学生生活課 

提出期日：申請書類（１）～（４）  令和３年２月 ８日（月）～ ２月１５日（月） 

     申請書類（５）      令和３年３月１５日（月）～ ３月２２日（月） 

 

４．免除額 奨学金の全額または半額 

 

５．採用予定人数 博士前期課程２名   

    （ただし大学が返還免除候補者として推薦した場合でも、日本学生支援機構において 

返還免除者として認定されない場合があります） 

６．候補者の決定（４月・大学より通知）  

７．免除者の決定（７月下旬・日本学生支援機構より通知） 

８．その他 新型コロナウイルス感染症の影響により貸与期間中に業績を挙げられなかったた

め、令和３年度に申請を希望する場合（課程修了者を除く）は、在籍する学生生

活課に上記申請書類提出期間中（２／８～１５）に申し出てください。 

令和２年度 日本学生支援機構奨学金 

「特に優れた業績による返還免除」候補者募集 

【 対 象：大学院第一種奨学生 】 


